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要 旨  

本 研 究 は ,日 本 の 小 学 校 通 常 学 級 に 在 籍 し 特 別 支 援 教 育 の 対 象 と な

る 発 達 障 害 児 に 対 し ,平 成 29(2017)年 度 に 行 わ れ た 学 校 適 応 支 援 の

た め の 作 業 療 法 で 用 い ら れ た 手 段 の 実 態 を 調 査 す る 事 を 目 的 と し た .

日 本 作 業 療 法 士 協 会 に ,職 域 を 「 発 達 障 害 」 の 「 臨 床 」 と 登 録 し た

1,594 名 の 作 業 療 法 士 を 対 象 に , 質 問 紙 に よ る 全 数 調 査 を 行 い , 回

答 を 計 量 テ キ ス ト 分 析 し た . 結 果 , 日 本 で 発 達 障 害 児 に 携 わ る 作 業

療 法 士 は 1 人 職 場 が 多 く , 幼 児 , 学 齢 児 と も に , 「 感 覚 ・ 運 動 遊

び 」 , つ い で 「 物 品 ・ 道 具 ・ 遊 具 の 操 作 」 , 「 書 字 」 , そ し て セ ル

フ ケ ア 等 の 手 段 が 行 わ れ て お り , 特 に 学 齢 児 で は 「 相 談 ・ 指 導 ・ 調

整 」 の 手 段 も 重 視 さ れ て い た . 学 齢 児 に 対 す る 作 業 療 法 の 検 討 が 求

め ら れ る . 

K e y  Wo r d s： 発 達 障 害 , 特 別 支 援 教 育 , 適 応 , 参 加 , 作 業 療 法  
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は じ め に  

本 研 究 は 2017 年 4 月 1 日 か ら 2018 年 3 月 末 日 ま で の 学 校 年 度 (以

下 ,平 成 29 年 度 )を 調 査 期 間 と し た .平 成 29 年 度 ,  日 本 の 義 務 教 育

段階にあた る 小 ・中学 校 の 学 齢 児 は 973 万人 で ,  1982 年 よ り連続

す る少子化の も と ,  過去最低を更新し て い た 1 )  .  一方 ,  相当す る 学

齢 で ,  特 別 支 援 学 校 に 在 籍 し た 児童生徒数 は 71 ,802 人 (0 .7%) ,  特

別 支 援 学 級 の 在 籍 児童生徒数 は 236 ,123 人 (2 .4％ ) ,  そ し て 小 ・中

学 校 で 通 級 に よ る 指 導 を 受けて い た 児童生徒数 は 108 ,946 人

(1 .1％）と ,  過去最多 を更新し て お り ,  義 務 教 育 段階の 特 別 支 援 教

育 対 象 児童生徒総数 は ,   416 ,871 人 (4 .2％ )と ,  著し い増加傾向を

示し て い た 2 ） .こうし た 子ども の少子化と ,  特 別 支 援 教 育 対 象 児童

生徒の増加 は ,  現在 に至る ま で継続し て い る .  

ま た 全国の 学 校 教員に 対 し て 実施さ れ た 調 査 (2012 年 )は ,「 発 達 障

害 の可能性のある 児童生徒」 が ,  通 常 学 級 に 6 .5％程 度 在 籍 す るこ

と を示し た 3 ) .  現在 そ の一部 は ,  通 級 に よ る 指 導 を併用 す る 児 と ,  

重複す ること が考えら れ る が ,  さ ら に約 60 万人 に 「 発 達 障 害 の可

能性」 があり , 潜在 的 に 特 別 支 援 教 育 のニーズがあること が見込

ま れ た . これ に よ り 義 務 教 育 段階の 特 別 支 援 教 育 対 象 児童生徒の

実 数 は ,  全 学 齢 児 の 1 割を超えること が想定さ れ る .  そ の た め ,  文

部 科 学省は 検 討 を進め ,  従来の 特 別 支 援 教 育 と比較し ,  発 達 障 害 児
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に 対 す る 指 導方法 が確立 さ れ て い な いこと を 課題に挙げ ,  教員の 専

門性の向上と ,  家庭・ 教 育 ・福祉の 「 トライア ングル 」プロジェク

ト (2018 年 )を 発足し た .  これ は 学 校関係者に 加え ,  家庭 ,  発 達 障 害

の 専門家 ,そ し て地域 の福祉・ 療 育機関と の連携強化を推進す るプ

ロジェクト である 4 ) .  

発 達 障 害 児 の 学 校 に おける活動 ・ 参 加 支 援 は ,  作 業 療 法 の 重要な

介入領域 の一つ である .  これ ら 特 別 支 援 教 育 の状況を 受け ,  近年 ,  

医療 法関連施設や ,  児童福祉法関連施設に勤務 す る 作 業 療 法 士 が ,  

学 校連携 を 行う機会 は増えて お り 5 ) ,  一般社団法 人 日 本 作 業 療 法 士

協 会（以 下 ,日 本 作 業 療 法 士 協 会）の 会員統計 で は ,  学 校 に所属す

る 作 業 療 法 士 , ま た関連資格と し て , 特 別 支 援 教 育 教諭免許を所

持す る 作 業 療 法 士 の 数 は増加 し て い る . し か し 平 成 29 年 度 , 学

校 に所属し た 作 業 療 法 士 は , 特 別 支 援 学 校 に勤務 す る 85 人

(0 .2％）のみで 6 ) , 本 研 究 で 対 象 と し た 「 発 達 障 害 」 を 専門分野

と し , 「 臨 床 」 で 携 わ る と し た 作 業 療 法 士 の総数 は 1 ,594 人

(2 .7%)であった  5 ) . 依然と し て ,  日 本 は 発 達 障 害 に 携 わ る 作 業 療

法 士 が少な い .  

近年世界で は ,  シ ス ティマティックレビューや ,  ガイドライン の

作 成 を 通じて ,  発 達領域 の 作 業 療 法 で活用 さ れ てきた治療 理論を 検

証し ,  そ のエビデン ス を 問う研 究 が 多 く示さ れ て お り 7 , 8 ） ,  日 本 に
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お い て も ,  発 達 障 害 児 に 対 す る ,  新し い 作 業 療 法 のあり方の 検 討 が

求 め ら れ て い る .  

これ ら の背景に よ り ,  本 研 究 は 平 成 29 年 度 に 発 達 障 害 児 を 対 象 と

し ,  日 本 で 行 わ れ た 作 業 療 法 の 実 態 を ,  就学前の 幼 児 に 対 す る 「就

学 支 援 」 と ,  学 齢 児 に 対 す る 「 学 校 適 応 支 援 」 の ,  2 つ の観点か ら

調 査 す ること を 目 的 と し た .  

本 研 究 の意義 は ,  日 本 の 発 達 障 害 児 に 対 す る 作 業 療 法 の現状を ,  

そ の 手 段 か ら明確に す ること であり ,  これ ら は現在進行 す る 学 校 作

業 療 法 士モデル に お い て 9 ) ,  日 本 の 特 別 支 援 教 育 に おける 作 業 療 法

士 の役割と 課題を ,  明確に す る意義 がある .  ま た 発 達領域 の経験年

数 の少な い ,  ある い は 学 校巡回 の経験の な い 作 業 療 法 士 に 対 し て ,  

一定の基準で 特 別 支 援 教 育 に関与す る観点を示すこと が可能と な

る .  

研 究 方 法  

1 .本 研 究 に お け る 操 作 的 定 義  

本 研 究 で 「 学 校 」 と は ,  対 象 児 が就学 ,  ま た は 在 籍 す る ,  日 本 の 小

学 校 の 通 常 学 級 と し ,  「 発 達 障 害 児 」 と は ,  小 学 校 の 通 常 学 級 に就

学 す る ,  ま た は 在 籍 す る 特 別 支 援 教 育 の 対 象 児童のうち ,  特 別 支 援

学 校への就学 が見込ま れ る 療 育 手帳の所持など , 全知能指 数 : IQ70

未満の知的能力症と , 身体障 害 手帳の所持など肢体不自由や , 内
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部疾患等 を合併す る 児童を除き , DSM-5 に準拠す る神経発 達症の

ある 子ども と し た 1 0 ) . 障 害 児 通所施設を利用 し ,  受給者証は も つ

が ,  診断名 を も た な い 児童は含め た .  これ ら は 研 究 対 象者への依頼

文 に記載し 調 査 協力にあた り 理解を得た .  

ま た 「 学 校 適 応 支 援 」 に つ い て は ,  就学前の 幼 児 に 対 す る 「就学

支 援 」 と ,  学 齢 児 に 対 す る 「 学 校 適 応 支 援 」 の 2 つ の観点か ら の 回

答 を 求 め る旨を依頼文 に記載し ,  そ の定義 は示さず ,  日 本 の 作 業 療

法 士 が個々に捉える 発 達 障 害 児 の 「 学 校 適 応 支 援 」 に必要な 作 業 療

法 の 手 段 を ,  広く集約す る 事 を 目 指 し た .  

2.研 究 対 象 者 の 要 件  

平 成 29 年 度 に ,  日 本 で 発 達 障 害 児 を担当し ,  個別 作 業 療 法 を 実施

し た 作 業 療 法 士 と し た .  

3. 調 査 方 法  

日 本 作 業 療 法 士 協 会 に 研 究 協力の依頼を 行 い ,  所定の 手続きに則

り ,  「 会員個人情報保護に関す る誓約書 」 を 会長宛て に提出し ,  総

括個人情報管理者である 事 務局長の決済を経た上で ,  会員所属名簿

の 検索コードよ り ,  業 務内容を 「 01 臨 床 」 ,  専門分野を 「 03 発 達

障 害 」 と し て 2018 年 5 月 8 日 に抽出さ れ た 作 業 療 法 士 1 ,594 名 全

員を 研 究 対 象者と し ,  質 問 紙 に よ る 全 数 調 査 を 行 なった .  

研 究 対 象者の所属す る 全国 796 施設の施設長宛に 研 究 協力の依頼
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を 行 い ,  研 究 対 象者へ研 究 協力依頼文 ,  回 答 用 紙 を含む質 問 紙 ,  そ

し て返信用封筒の 調 査 セット を送付 し た .  ま た 回 答 は同内容をオン

ライン 回 答 ,  ま た は依頼時に配布し た返信用封筒に て返送す る郵送

法 を 回 答者が選択できる ように し た .  

データ収集期 間 は 2018 年 6 月 18 日 か ら 7 月 31 日 であった .  

ま た 本 研 究 は ,  著者ら が 実施し た 「 日 本 に おける 発 達 障 害 児 に 対

す る 学 校 適 応 支 援 を 目 的 と し た 作 業 療 法 の評価」 の 調 査 と同時に 実

施し た 5 ) .  

4.調 査 内 容  

調 査 は ,  著者ら が 本 研 究 用 に開発 し た 質 問 紙 で 実施し た .  質 問項

目 は ,  「Ⅰ .平 成 29 年 度 の 回 答者の 職 務状況等属性」 ,  「Ⅱ .発 達 障

害 児：幼 児 に 対 す る就学 支 援 を 目 的 と し た 作 業 療 法 に に つ い て 」 ,  

「Ⅲ .発 達 障 害 児：学 齢 児 に 対 す る 学 校 適 応 支 援 を 目 的 と し た 作 業

療 法 に つ い て 」 と し た .  回 答方式は 多肢選択法 と し ,  複数 回 答 を可

能と し た .  ま た 作 業 療 法 の 手 段 の選択肢は ,  『作 業 療 法白書

2015』の ア ン ケ ー ト項目 を基に 1 1 ) ,  発 達 障 害 児 を 対 象 と し た 手 段

を集約し 1 1 ~ 1 3 ) ,  質 問 紙 に添付 し た .  質 問 紙 に添付 し た 手 段 の選択

肢を表 1 に示す .ま た該当す る 手 段 が な い 場合 ,  自由記述に て 回 答

す ること も可能と し た .   

5.分 析 方 法  
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本 研 究 の 分 析 は , 頻出回 答 で現れ た 手 段 の , 定量 的 検 討 と , 各作

業 療 法 士 の使用 手 段 の組み合わせや , 自由記述に よ る 回 答 も含め た

定性的 検 討 の双方が必要と考え ,双方を接合アプローチと し て 分 析

に組み込むこと が可能な ,計 量 テ キ ス ト 分 析 を使用 し た . 計 量 テ キ

ス ト 分 析 と は , 恣意的 に な り得る 操 作 を極力排除し , PC 上に設定

し た ル ー ル の も と , 機械的 に 回 答 よ り要素 (データ )を抽出し , 整 理

ま た は探索的 に内容分 析 を 行う手 法 である 1 4 ). 

これ に基づき本 研 究 で は , 作 業 療 法 の 手 段 の 全体像を探るべく , 

計 量 テ キ ス ト 分 析 の第一段階 , Correlational アプローチの 手 法

で , 回 答 で現れ た頻出手 段 の抽出と , なぜそ の 手 段 を 発 達 障 害 児 に

組み合わせ , 作 業 療 法 士 が使用 し た か など , 抽出さ れ た 手 段 間 の ,

結 び つき（共起性）の背景にある 文脈を探索す る た め に , これ ら を

多変量解析 に よって図示す ること が可能な ,共起ネットワーク図を

作 成 し た . 共起ネットワーク図で は , 結 び つきの強い 手 段 を自動 検

出し , グル ープ分けを 行うサブグラフ 検出を 実施し た . 出現数 の 多

い 手 段 の円を 大きく , ま た円の色が濃いほど中心的 な役割を 果 た す

手 段 と な る よう次数中心性を 分 析 の 指標と し た . そ し て Jaccard 係

数 に基づき , 共起関係が強いほど線を太く示し た . 各サブグラフ を

明確に示す た め に , 著者ら がサブグラフごと に点線で囲み , サブ

グラフ番号 を追記す る図の改変を 行った . 
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統計処理 は KHcoder3 for Mac OS と R3.5.1 for Mac OS を利用 し

た . 

6.倫 理 的 配 慮   

研 究 協力の依頼文 に て ,  本 研 究 の 目 的 ,  操 作 的定義 ,  調 査 協力の 手

順 ,  収集し たデータの取り扱い ,  ま た 学術的使用 などを説明し た上 , 

回 答 は無記名 で 実施し ,回 答 用 紙 の返信 , ま た はオンライン 回 答 を

もって , 研 究 の同意を得た も の と し た .  

な お 本 研 究 は 2018 年 度 東 京 都 立 大 学（旧首都 大 学 東 京）荒川 キャ

ンパス 研 究安全倫理委員会 の承認（承認番号 18004）を得て 実施し

た . 

結 果  

1.有 効 回 答  

 全 都 道府県に 質 問 紙 を 発送し , 44 都 道府県に勤務 す る 作 業 療 法 士

よ り 回 答 を得た（表 2） . 有効回 答 は , オンライン 回 答 の誤入力を

除き 324 件で , 有効回 答率は 20.3%であった . 

2.回 答 者 の 職 務 状 況 等 属 性  

質 問 紙郵送施設の傾向を ,  都 道府県別 に表 3 で示す .  研 究 対 象者が

所属す る施設の 60 .9%は ,  協 会 に所属す る 作 業 療 法 士 が 1 人 のみの

施 設 で あ っ た .  ま た 青 森 県 ,  秋 田 県 ,  石 川 県 ,  鳥 取 県 ,  そ し て 香 川

県の 5 県は ,  所属施設が 5 施設未満であった .  特 に青森県は 研 究 対
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象 と な る 作 業 療 法 士 が 4 名 ,  所属施設は 2 施設と最も少な かった .  

平 成 29 年 度 の 回 答者の 職 務状況等属性を表 4 で示す . 性別 は男性

102 名 (31.4%), 女性 222 名 (68.5%)で , 回 答者の 平均年 齢 は 37.5 歳

だった . そ の内 , 平 成 29 年 度 に ,「 発 達 障 害 児：幼 児 に 対 す る就学

支 援 を 目 的 と し た 作 業 療 法 」 を 実施し た と者は 258 名 (79.6%)で , 

「 発 達 障 害 児：学 齢 児 に 対 す る 学 校 適 応 支 援 」 を 実施し た者は 216

名 (66.6%)であった . 幼 児 に 実施し た者が所属す る施設種別 は , 病

院や診療所等医療 法関連施設が 198 名 (79.5%), 児童福祉法関連施

設よ り , 障 害 児 通所施設（医療型 , 福祉型）の 通所施設が 48 名

(19.2%), 児童相 談所に所属す る者が 3 名 (1.2%)だった . ま た 学 齢

児 に 実施し た者が所属す る施設種別 は , 医療 法関連施設が 158 名

(77.4%), 障 害 児 通所施設（医療型 , 福祉型）が 43 名 (21.0%), 児

童相 談所に所属す る者が 3 名 (1.4%)だった . 

3.就 学 支 援 を 目 的 と し た 作 業 療 法 の 手 段  

 設問「Ⅱ .発 達 障 害 児：幼 児 に 対 す る就学 支 援 を 目 的 と し た 作 業 療

法 に つ い て 」 に , 使用 手 段 を 回 答 し た者は 258 名中 253 名 であっ

た . 実施さ れ た 作 業 療 法 の 手 段 で の頻出回 答 を ,  表 5 に示す .最も

使用 さ れ た 手 段 は ,「 感 覚・運 動 遊 び（ブランコ , 滑り台 , トランポ

リ ン , プラス ティックパテ 等）」（以 下 ,「 感 覚 ・ 運 動 遊 び 」）で , つ

い で「 物 品・道 具・遊 具 の 操 作 」,「 書 字 」であった . ま た「陶芸」, 
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「籐細工」 , 「七宝焼き」 , 「版画」 などの 「 手工芸」 と 「創作 ・

芸術活動 」 の 「生け花」 を 回 答 し た者は い な かった . 

自由記述で は , 「眼球運 動 トレーニング」 を含む「 視知覚機能訓

練」が 5 件 , 他「 感 覚統合療 法 」, 「机上課題」, 「認知課題」, 

「 PC ソフ ト（認知トレーニング）」, 「各種遊 び 」, 「 PECS: Picture 

Exchange Communication System」 , そ し て 「就学先学 校 教員と の

引き継ぎ」 が 回 答 さ れ た . 

4.学 校 適 応 支 援 を 目 的 と し た 作 業 療 法 の 手 段  

設問 「Ⅲ .発 達 障 害 児：学 齢 児 に 対 す る 学 校 適 応 支 援 を 目 的 と し た

作 業 療 法 に つ い て 」 に , 使用 手 段 を 回 答 し た者は 216 名中 208 名

であった . 結 果 を表 5 に示す . 最も使用 さ れ た 手 段 は「 感 覚・運 動

遊 び 」で , つ い で「 書 字 」,  そ し て「 物 品・道 具・遊 具 の 操 作 」で , 

これ ら の上位 3 位ま で の 手 段 に , 幼 児 と 学 齢 児 の違い は な かった . 

ま た「七宝焼き」, 「マクラメ」, 「染色」などの「 手工芸」と ,「創

作 ・芸術活動 」 の 「生け花」 は 回 答者が い な かった . 

自由記述で は ,「 視知覚機能訓練」 が 2 件 ,他「マット 運 動 」 ,「認

知作 業 療 法 」 ,そ し て 「 支 援 会議の 参 加 」 が 回 答 さ れ た . 

5.発 達 障 害 児 の 作 業 療 法 に 使 用 さ れ た 手 段  

自由記述に よ る「 視知覚機能訓練」等 の 回 答 は , 選択肢（表 1）で

は 「 4 そ の他の基本訓練」 などで 回 答 し た者と 重複す る などが見込
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ま れ た た め , 共起ネットワーク分 析 で は , 自由記述の 回 答 を除い

て 分 析 を 実施し た . 図 1, 図 2 の共起ネットワーク図に よ り , 幼

児 , 学 齢 児 と も に出現数 が 多 く , 中心性が高い 手 段 に よ るサブグ

ラフ を示す . サブグラフ は双方 8 抽出さ れ た . 最も出現数 が 多 い

手 段 のサブグラフ は , 幼 児 , 学 齢 児 と も に 「 感 覚 ・ 運 動 遊 び 」 を

中心に , 「 物 品・道 具・遊 具 の 操 作 」と , 「 書 字 」などの構造であ

った .   

このメイン のサブグラフ に , 幼 児 は「他職種への情報提供」, 「 家

族相 談・指 導 」, そ し て「就学 相 談・指 導 」など , 作 業 療 法 で 用 い

る環境資源を 対 象 と し た 「 相 談 ・ 指 導 ・ 調 整 」 の活動 が共起関係で

加 わって い た . 対 し て 学 齢 児 で は , 出現数 が次に 多 い 別 のサブグラ

フ と し て「 学 校 参 加 相 談・指 導 」, 「 学 校 の環境調 整 」, そ し て「社

会資源の紹介」 が現れ た . 

ま た他に出現数 が 多 く , 中心性が高いサブグラフ と し て , 幼 児 は

「各種運 動 療 法 」 , 「徒手 的訓練」 , 「器具 を 用 い た訓練」 , そ し

て 「 そ の他基本訓練」 と いった基本 的能力を 対 象 と し た 「基本 的 動

作訓練」の活動 と「排泄」, 「 整容・衛生」, 「移動 」など , 応 用

的能力の セ ル フ ケ ア の活動 が抽出さ れ た . 学 齢 児 は , 幼 児 と同じ

「器具 を 用 い た訓練」, 「各種運 動 療 法 」を 手 段 と す る「基本 的 動

作訓練」 の活動 が現れ , そ れ に 加え「自助 具 」 , 「 い す 」 を 手 段
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と し , 環境資源を 対 象 と す る「 用 具 の提供・適合・考案・作 成・指

導 」 の活動 が現れ た . 

考 察  

1.回 答 者 の 職 務 状 況 等 属  

研 究 対 象者が所属す る 796 施設の ,  60 .9%は ,  日 本 作 業 療 法 士 協 会

に所属す る 作 業 療 法 士 が 1 人 のみの施設であった .  当時 ,  同協 会 の

組織率は約 68 .2％であり 6 ) , 他に非会員が所属し て い たこと も考

えら れ る . し か し , 本 研 究 が定義 し た 発 達 障 害 児 は , 主に 児童福

祉法関連施設の 障 害 児 通所施設 ,  児童発 達 支 援 セ ンター などに お

い て 作 業 療 法 を利用 す ること が想定さ れ る .  これ ら施設の設置基

準は , 作 業 療 法 士 の配置が医療 法関連施設と異な り , 配置の推奨

に留ま る た め , １人 職 場 , ある い は非常勤雇用 の施設が 多 く 1 5 ) , 

発 達領域 の近年 の 特徴と し て も捉えら れ る .  

ま た 発 達 障 害 を 専門分野と し た 作 業 療 法 士 の所属す る施設が ,  5

施設未満の県が 5 県あった . これ ら に は 子ども 人口が少な い鳥取

県 , 石川県 , 香川県 , ある い は 人口に 対 し て 子ども の割合が少な

い青森県 , 秋田県が含ま れ て お り 1 ) , 最も少な い青森県で は , 当

時 , 日 本 作 業 療 法 士 協 会 に所属し た 作 業 療 法 士 773 名 のうち 4 名

(0 .5％）が 発 達 障 害 に 携 わって い たこと に な る 6 ) .  日 本 の 作 業 療 法

士 数 は 年々増加 し て い る が ,  発 達 障 害 に 携 わ る 作 業 療 法 士 の割合は
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低く ,  地域 に よって は 特 別 支 援 教 育 の 対 象 児への 対 応 が ,  人員不足

か ら困難であること が想定さ れ る .  

ま た 回 答者は , 日 本 全体の 作 業 療 法 士 の傾向と同じく , 病院や診

療所など , 医療 法関連施設に所属す る者が 7 割以上であった  6 ). 発

達 障 害 児 に 求 め ら れ る 作 業 療 法サー ビ ス は 多様化し て お り 1 5 ), 医

療 法関連施設で主に 実施さ れ てきた個別 作 業 療 法 に 加え , 他職種と

連携 し た 小集団に 対 す る 支 援や , 地域 の保育園 , ある い は 学 校 等 に

対 す る , 巡回訪問 支 援 等へ拡がって い る 5 ). 本 研 究 は 研 究 対 象者を

「個別 作 業 療 法 」 を 実施し た者と し て公募し た が , これ らサー ビ ス

の 多様化に 対 応 し た , 「個別 作 業 療 法 」 以外の 作 業 療 法 の 調 査 も必

要であろう . 

2.発 達 障 害 児 の 作 業 療 法 で 使 用 さ れ た 手 段  

計 量 テ キ ス ト 分 析 よ り , 日 本 の 作 業 療 法 士 の 多 く は , 幼 児 の就学

支 援 , ある い は 学 齢 児 の 学 校 適 応 支 援 に際し て , 「 感 覚・運 動 遊 び 」

を最も使用 し , これ に 「 物 品 ・ 道 具 ・ 遊 具 の 操 作 」や , 「 書 字 」 を

実施し て い た . ま た共起ネットワーク分 析 よ り , 双方と も 「 感 覚 ・

運 動 遊 び 」の他 , 基本 的能力を 対 象 と し た「基本 的 動 作訓練」を 用

い て お り , 日 本 の 作 業 療 法 士 は , 発 達 障 害 児 の基本 的能力を 対 象 と

し た 手 段 に , 重きを お い て い ること が考えら れ る . 

著者ら は 本 研 究 と同時に ,「 発 達 障 害 児 に 対 す る 学 校 適 応 支 援 を 目
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的 と し た 作 業 療 法 の評価」 を 調 査 し た . 最も 回 答 数 が 多 かった評価

は , 幼 児 , 学 齢 児 と も に 「 感 覚統合理論を基盤と し た評価」 で , こ

れ に「 DTVP フロス ティッグ視知覚 発 達 検 査 」と , 「グッドイナフ 人

物画知能検 査 (DAM)」が続く 結 果 であった 5 ）. 評価と 手 段 は 対 応 し , 

日 本 の 作 業 療 法 士 は 「 感 覚統合理論を基盤と し た評価」 を 行 い , 基

本 的能力を 対 象 と し た 「 感 覚 ・ 運 動 遊 び 」や「基本 的 動 作訓練」 を

行うこと と , 視知覚機能の評価や人 物画の描画を 通じて , 眼と 手 の

協 調 等 を評価し , 「 物 品 ・ 道 具 ・ 遊 具 の 操 作 」 , 「 書 字 」 , ま た セ

ル フ ケ ア など , 学 校 参 加 に必要と な る 応 用 的 な活動 を 対 象 と し た 作

業 療 法 を 実施し て い ること が考えら れ る . 一方 , 幼 児 で は「陶芸」,

「籐細工」 , 「版画」 , 学 齢 児 で は 「マクラメ」 , 「染色」 , そ し

て双方で 「七宝焼」 , 「生け花」 を 回 答 し た者が い な かった . これ

ら は 応 用 的 か つ社会 的能力を 対 象 と し た , 「 手工芸」や「創作 ・芸

術活動 」である 1 2 ). し か し 学 校 参 加 を想定し た 作 業 療 法 で は , 応 用

能力を 対 象 と し た活動 と し て , これ ら の活動 よ り , よ り 学 校 参 加 に

密接す る「 日 常生活活動 」, 「身体運 動活動 」, そ し て「 学習活動 」

が 用 い ら れ る傾向がある と考えた . 

加えて , 主た る評価と 手 段 は , 幼 児 と 学 齢 児 に差が な い 特徴があ

る . 

感 覚統合理論は , 国内で継続し た 研修体制が長く提供さ れ てきた
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重要な 発 達領域 の治療 理論である 1 6 ). し か し , 自閉スペクトラム

症や , 発 達性協 調 運 動症のある 子どもへの治療 理論と し て , 近年 の

シ ス テマティックレビュー は , 感 覚統合理論を 「推奨し な い 」 と す

る 研 究 結 果 も示さ れ て お り 7 ), エビデン ス の 実証が望ま れ る . 一方

エビデン ス が示さ れ , 発 達性協 調 運 動症のある 子ども の治療 に推奨

さ れ て い る 作 業遂行 アプローチである CO-OP(The Cognitive 

Orientation to daily Occupational Performance)は , 日 本語に 対

応 し た 書 籍 が未だな く , 国内で の 研修機会 は少な い が , 課題指向型

アプローチであり , 作 業 に関す る個人因子 を 用 い て , 応 用 的能力 , 

社会 的能力 , 環境資源などを 対 象 と す る 特徴を も つ 1 7 ). これ ら 作

業 療 法 のエビデン ス の 検 討 と 実証は , 今後 日 本 で も 重要な 課題と

なろう . 

ま た , 幼 児 はメイン のサブグラフ に 「 相 談 ・ 指 導 ・ 調 整 」 の活動

が現れ , 学 齢 児 は 「 学 校 の環境調 整 」 , 「自助 具 」 と 「 い す 」 と

いった 手 段 が , そ れぞれ独立 し たサブグラフ で現れ た . 学 齢 児 は

幼 児 に比べ , 個別 作 業 療 法 の 対 象 に な り に く い制度上の影響も考え

ら れ る が 1 5 ), 学 齢 期 は , 学 校 参 加 に お い て , よ り 人 的 , ある い は

物 的環境など , 環境資源を 対 象 と し た活動 が 求 め ら れ て い ること が

考えら れ る . そ の た め , 発 達 障 害 児 の 学 校 適 応 支 援 を 目 的 と し た 作

業 療 法 で は , 作 業 療 法 士 は , 学 校 と そ の環境資源を 検 討 し た上で介
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入す ること が 重要であり , 卒後 研修などに お い て , 学 校 作 業 療 法

士 の 研修シ ス テムの構築が望ま れ る . 

結 論  

結 果 よ り ,日 本 で 発 達 障 害 児 に 携 わ る 作 業 療 法 士 の 数 は少な く , 所

属施設は 作 業 療 法 士 が 1 人 の 職 場 が 多 かった . ま た 幼 児 , 学 齢 児 と

も に , 基本 的能力を 対 象 と し た 「 感 覚 ・ 運 動 遊 び 」 , つ い で 応 用 的

能力である 「 物 品 ・ 道 具 ・ 遊 具 の 操 作 」 , 「 書 字 」 , そ し て セ ル フ

ケ ア など ,  学 校 参 加 に必要な活動 を 対 象 と し た 手 段 が 行 わ れ て い

た . 「 相 談 ・ 指 導 ・ 調 整 」 の活動 も 重 視 さ れ て お り , 特 に 学 齢 児

は環境資源を 対 象 と し た 手 段 が 求 め ら れ て い た . 

本 研 究 の 限 界 と 課 題  

本 研 究 の有効回 答率は 20.3％と少な く , 一般社団法 人 日 本 作 業 療

法 士 協 会 の 検索コードに よ る 専門分野「 発 達 障 害 」 は 成 人 の 発 達 障

害者も含め る . ま た 日 本 作 業 療 法 士 協 会 に所属し て い な い 作 業 療 法

士 も 多 く 6 ), 本 研 究 の 研 究 対 象者の選別 に さ ら に 付記すべき情報が

必要であった .な お 結 果 の考察に は , 発 達領域 の 作 業 療 法 士 に よ る

フォーマルコン セ ンサス 等 の過程 が必要と な る . 

謝 辞 :本 研 究 の 実施にあた り , 調 査 にご協力い ただきま し た一般社

団法 人 日 本 作 業 療 法 士 協 会 と , 発 達領域 の 作 業 療 法 士 の皆様に深く

感謝い た し ま す . 
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Means of occupational therapy for school adaptation of children 

with neurodevelopmental disorders in Japan 

Abstract 

This study aimed to investigate the actual means of occupational therapy for school 

adaptation of children with neurodevelopmental disorders in Japan. The study took place 

from   April 1st, 2017 to March 31st, 2018, and the subjects were occupational therapists 

for elementary students with neurodevelopmental disorders in a regular class and who 

received special needs education in Japan.  An original questionnaire was mailed to 1,594 

Japanese occupational therapists specializing in “Clinical” and “Neurodevelopmental 

Disorders” who were registered with the Japanese Association of Occupational Therapists. 

The responses were analyzed by quantitative textual analysis.  As a result, both preschool- 

and school-age children were frequently practicing “sensory-motor play”, “manipulation 

of the goods, tools, and toys”, “writing” and “self-care”, etc. In particular, “consultation, 

guidance, and coordination” for environmental resources were also significant for school-

age children. When considering such an intervention for school-age children with 
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neurodevelopmental disorders, further study of occupational therapy for school 

adaptation in Japan is necessary. 

Key words: Neurodevelopmental disorders, Special needs education, Adaptation 

evaluation, Participation, Occupational therapy 

 


